
あのときカヌーがしたかった･･･
体験のチャンスをもう一度！

こどもの頃に培った体験は大人になってからも継続していきます。
この体験を途切れさせないためにご支援よろしくお願いします。

支援金（寄附金）の詳細は裏面へ

一生に一度の体験を
多くの子どもたちにしてほしい

子どもたちの笑顔のために
ご協力をお願いします。

小学5年生・中学1年生になったら、学校行事で参加する宿泊研修。
楽しみにしていたカヌーだったのにコロナで中止、まさかの悪天候。
「カヌーがしたかった・・・。」
という声や、残念そうに帰って行く姿を何度も見てきました。

そんな子どもたちを招待して、みんなで50周年を祝い
これからもカヌーを安全に提供していきたい！

寄附金のおねがい＜資金の使い道＞
・カヌーができなかった子どもたちの参加費
・トラック運搬費用
・指導員、ボランティアの旅費
・カヌーの消耗品 等

※目標金額を超えた場合は、
・交流の家の施設運営にかかる費用にあてさせ
ていただきます。

寄附をいただいた方＜リターン内容＞

5,000円→カヌー1日目（平水版）参加権
8,000円→カヌー2日目（ツーリング）参加権

もしくはカヌークラフト
１０，０００円以上

→カヌー2日間参加権もしくはカヌー
クラフトキット・オリジナルエコバッグ

※カヌー参加にあたっての食費、施設使用料は別途かかります。

＜イベント予定日＞
令和6年9月21日(土)・22日(日)
開催に向けた支援金（目標金額20万円）のご協力をお願いします！

独)国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家
〒795-0001愛媛県大洲市北只1086
TEL:0893-24-5175 FAX:0893-24-2909
MAIL:ozu@niye.go.jp HP：https://ozu.niye.go.jp/
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＞50周年記念事業＜



支援金（寄附金）の申込について

税制上の優遇措置の対象となります。

▼お問い合わせ先▼
国立青少年教育振興機構応援募金

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3－1

TEL：03-6407-7631 URL：https://www.niye.go.jp/

▼お振り込みについて （振込手数料を差し引いてお振り込みください。）
専用の払込取扱票（別に払込票あり）には、おところ・おなまえを記入してください。後日、記入いただきましたご

住所・ご芳名宛に領収書等をお送りいたします。

払込取扱票以外での振込（上記振込先①または②の場合）は、上記QRコードから専用フォームにて、ご依頼人

情報をご入力ください。

なお、ご記入いただきました情報は、「独立行政法人国立青少年教育振興機構が保有する個人情報の適切な

管理に関する規程」並びに関係法令に従って適正に管理します。

▼税制上の優遇措置
応援募金は、「特定公益増進法人」に対する寄附として、次のような税法上の優遇措置を受けることができます。

○【個人からご寄付いただいた場合の所得控除（寄附金控除）（所得税）】

寄附金額（所得金額の40％を限度）－2千円が年間所得から控除されます。

○【法人よりご寄付いただいた場合の損金算入（法人税）】

一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額が認められています。（詳細については、国税

庁「タックスアンサー」をご覧いただくか、最寄の税務署または税務相談室にお問い合わせください。

▼振込先について

①三菱UFJ銀行 渋谷支店（支店番号135） 普通預金 2971533
独立行政法人国立青少年教育振興機構 交付金口 理事長 古川 和

②ゆうちょ銀行 〇一九店（支店番号019）当座預金 0623049
※口座記号番号：00140-9-623049

＜振込時のお願い＞
ご依頼人の欄の一番前に「オオズ」とご入力ください。

例）オオズ 北只 一郎

ご寄附にあたって、以下のQRコードよりご寄附の目的等についてご回答を
お願いします。ご協力お願い致します。

https://forms.office.com/r/Jj8A96CwNG

https://www.niye.go.jp/

